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               笹原小学校PTA規約 
 

                        第１章  総 則 

 

 第１条 名 称 及び 設 立 

     本会は笹原小学校PTAといい、昭和36年4月28日設立に伴い笹原小学校に拠点をおき 

ます。 

 

 第２条 目 的 

     １、学校と家庭と地域が協力して児童のすこやかな成長を図ります。 

     ２、会員相互の親睦を深め、教養を高めます。 

 

 第３条 方 針 

     １、本会は民主的かつ自主的な団体です。 

     ２、本会は政治的、宗教的、営利的性格を持ちません。 

     ３、本会は学校運営に関して、その活動を助けるための意見を述べることができま 

    す。 

 

 第４条 活 動  

     本会の目的を達成するために必要な活動を協力して行います。 

 

 第５条 会 員 

     本校児童の保護者および本校の教職員で組織し、会員は平等の権利と義務を有します。 

                                 

第６条 会 計 

     １、本会の経費は会費および他の収入をもってこれにあてます。 

     ２、本会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わります。 

     ３、会費は一家庭単位とし、納入は年一回年度始めとします。 

     ４、転入及び途中加入会員については、加入学期より納入します。 

     ５、会費の変更は、総会の承認を必要とします。 

     ６、本会の予算の原案は、各委員長と会計で作成します。 

 

 第７条 個人情報の取り扱い 

     本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については本

規約末尾の『個人情報の取り扱いについて』に定め、適正に運用するものとします。 
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第２章 組 織 

 

第８条 本会の組織は次のように構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条   委員会・委員 

  １、本会に次の委員会をおきます。 

    ①連絡委員会 

      委員長（対外的にはPTA会長）、副委員長、書記、会計、教職員若干名で構成され、

PTA活動全般を運営するための連絡調整にあたります。 

    ②会員管理委員会 

      PTA入退会、名簿の管理、委員・係の募集、メール配信等にあたります。 

    ③校外委員会 

      地域での児童の健全な育成と安全をはかり、会員・児童の交流を深めるために地区 

   班と協力しながら活動します。 

  ④地区班委員会 

   地区班は地域ごとに編成され、校外委員会と協力しながら活動します。 

⑤遊び場開放運営委員会 

   委員長、副委員長、書記、会計、管理係で構成され、区からの委託を請けた校庭開放、

行事の運営にあたります。運営委員会の諮問機関で、議決権は有しません。 
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２、委員の選出および任期は次の通りです。 

    ①各委員は必要定数を公募により選出し、総会で承認されます。 

ただし、連絡委員長のみ前年度秋に立候補を募り、立候補者がいた場合その時点で選

出し信任投票の後、総会で承認されます。 

    ②各委員会は事前立候補制により選出された連絡委員長を除き、正副委員長を互選しま

す。 

    ③教職員の委員の決定は学校に一任します。 

  ④委員の任期は一年としますが、再任は妨げません。 

    ⑤委員に欠員が生じた時は必要に応じて補充します。 

 

 第１０条 係 

  PTA活動を円滑に運営するために係をおき、会員はこれを分担します。 

    １、各係は必要定数を公募により選出し、必要に応じて代表者を決めます。 

    ２、係の任期は一年とし、欠員が生じたときは必要に応じて補充します。 

    ３、係の編成はその年度により変更することができます。 

 

 第１１条 会計監査 

１、 会計監査は会計を年二回（９月、３月）監査し、その結果を総会または文書に 

おいて会員に報告します。 

    ２、会計監査は三名とし、運営委員会が推薦し総会で承認されます。 

    ３、会計監査の任期は一年とし、委員と兼任しないものとします。 

    ４、会計監査に欠員が生じた時は、運営委員会が推薦し補充します。 

 

                            第３章 会 議 

 第１２条 総 会 

    １、総会は本会の最高決議機関です。 

    ２、定期総会は年度初めに開きます。臨時総会は運営委員会が必要と認めた場合、 

または会員の五分の一以上の要求があった場合に開くことができます。 

    ３、総会成立の定数は委任状を含め、会員数の三分の一以上とします。 

    ４、議決は出席者の過半数の賛成を必要とします。 

    ５、総会の任務は次のとおりとします。 

      ①前年度の各委員会活動ならびに決算の承認 

      ②新年度委員および会計監査の承認 

      ③新年度の各委員会活動計画および予算の承認 

      ④規約改正 

      ⑤その他必要な事項についての審議および決定 
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第１３条 運営委員会 

   １、運営委員会は総会につぐ決議機関です。 

   ２、運営委員会は連絡委員、会計管理委員、校外委員、校長、副校長で構成されます。 

   ３、運営委員会は原則毎月一回定例を開くほか、必要に応じて開きます。 

   ４、運営委員会の任務はつぎの通りとします。 

     ①総会に提出する議案の審議および決定 

     ②各委員会から提出された事項の審議 

     ③各委員会及び各係で実施された事項の報告 

     ④特別委員会の設置に関する事項の審議及び決定 

     ⑤各委員会、学校との連絡と調整 

     ⑥その他必要と認めた事項の審議 

               

第１４条 特別委員会 

   １、特別委員会は、運営委員会の諮問機関で、決定権や議決権は有しない委員会です。  

  ２、活動の経過を運営委員会に報告し、実施に当たっては運営委員会または総会の承  

  認を得ます。 

 

                             第４章 慶 弔 

 

第１５条 慶弔並びにお見舞いについては慣例に従い、ＰＴＡとして慶弔の意を表します。

          その他必要のある場合は、連絡委員会で協議・決定し運営委員会に報告します。 

   慶弔金規定 

  ○笹原小学校ＰＴＡ規約第１５条に定める会員の慶弔金については、すべてこの慶弔金 

  規定に定めるところによる。 

    婚姻   会員の教職員が結婚する場合は、次の祝い金を贈与する。５、０００円  

  傷病      会員が疾病にかかり又は怪我をした場合、次の基準により見舞金を贈与する。

        ３週間以上の入院時  ３、０００円 

    死亡      会員本人、会員教職員の配偶者又は子が死亡した場合は、次の弔慰金を贈 

       与する。 

               会員本人（児童・保護者・教職員）          １０、０００円 

        会員教職員の配偶者・子                      ５、０００円 

効力規定 

  本規約は昭和３６年４月２８日より実施する。 

  一部改正  昭和３７年４月２８日、３８年５月１１日、３９年５月９日       

       昭和４２年５月６日 
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  全面改正    昭和４３年３月９日 

  一部改正    昭和４８年３月９日 

  一部改正    昭和６２年５月２１日 

  慶弔細則第四条一項を付則 昭和６３年３月９日 

  一部改正    平成２年３月１７日。同４月１日より実施する。 

  全面改正    平成７年２月１８日。同４月１日より実施する。 

  一部改正    平成１０年５月１２日 

  文言改訂    平成１７年９月２２日 

文言追加    平成１９年５月１８日 

文言追加  平成２３年５月１３日 

 文言追加  平成２８年５月６日 

 文言改訂及び追加  平成２９年５月９日 

 第１章に第７条を追加  平成３０年５月８日 

 文言追加  令和元年５月７日 

 規約第２章第９条２④の『特例』追加（令和６年４月まで有効）  令和元年５月７日 

 一部改正  令和２年６月１０日 

 全面改正  令和２年１２月６日 

 文言改訂  令和４年５月１３日 

文言改訂  令和６年５月１６日 

 

 

 

令和６年５月 笹原小学校ＰＴＡ 

 
 


